
公告第3号

新発田市民文化会館喫茶コーナーの運営に関する出店者選定プロポーザルの実施について（公告）

　新発田市民文化会館喫茶コーナーの運営に関する出店者を公募により募集します。応募する方は、実

施要項により応募申込書等を提出してください。

　令和8年2月10日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需1喬7、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発田市長　二階堂　；部　適

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　涯

1　事業概要

　（1）事業名　　新発田市民文化会館喫茶コーナーの運営に関する事業

　（2）事業内容

　　　　・施　設　名　　新発田市民文化会館

　　　　・所在地　新発田市中央町4丁目11番7号

　　　　・内　　　容　　新発田市民文化会館喫茶コーナーの運営（飲料、軽食等の販売及びチケット

　　　　　　　　　　　の販売）

　（3）使用条件

　　　　・営業開始日　令和8年6月1日（月）以降

　　　　・使用期間　令和8年6月1日（月）から令和9年3月31日（水）とし、最長5年間ま

　　　　　　　　　　　で更新可能

　（4）事務局

　　　新発田市文化行政課　文化芸術振興室

　　　〒957－0053新発田市中央町4丁目11番7号

　　　　電言舌：0254－26－1576　　　Fax：0254－26－2500

　　　E－mail：、　bunkageijutsu＠city．shibata」9．jp

（5）日程

①　公募資料の配布

②　現地見学

③　質問書の受付

④質問書への回答

⑤応募申込書・企画提案書の受付

⑥　一次審査（書類審査）

⑦

⑧

令和8年2月10日（火）～3月19日（木）

令和8年2月10日（火）～3月19日（木）

令和8年2月10日（火）～3月13日（金）

令和8年3月18日（水）

令和8年2月10日（火）～3月19日（木）

令和8年3月30日（月）

二次審査（プレゼンテーション等）令和8年4月14日（火）

選定結果の通知　　　　　　　　令和8年4月24日（金）


